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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランスが係止可能な係止突部が幅方向略中央に突出形成された端子金具と、前記端子金
具が収容されるキャビティを設けたコネクタハウジングを備えるとともに、前記キャビテ
ィの内壁には、略幅方向中央において前記係止突部を挿通可能な突部挿通溝が前記端子金
具の挿入方向に沿って凹み形成され、
かつコーナ部においては前記突部挿通溝と幅方向に隣り合いかつ同突部挿通溝より深く形
成された案内溝が前記端子金具の挿入方向に沿って形成される一方、
　前記端子金具の側面には、前記端子金具が前記キャビティに対し正規に差し込まれた際
には前記案内溝に嵌合してその差し込み動作を案内し、前記端子金具が前記キャビティに
対して正逆反転した状態で差し込まれた時には、前記キャビティの入り口側であって前記
案内溝に対角する側の開口縁部に干渉することで反転した差し込み動作を規制可能なスタ
ビライザが、前記係止突部と同方向へ突出して形成されたコネクタであって、
　前記端子金具を構成する側面のうち前記スタビライザが形成された側面と反対側の側面
か前記係止突部が形成された面と反対側の面には、前記端子金具の挿入方向に関して前記
スタビライザの前方位置か、あるいは同位置に前記キャビティの内壁側に張り出す姿勢保
持部が突出形成されるとともに、この姿勢保持部は前記端子金具が前記キャビティに対し
て正逆反転して差し込まれた際には前記キャビティの内壁に当接可能とすることで前記案
内溝に対する前記端子金具の倒れ込みを防止する構成であることを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
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　前記キャビティの内壁には、前記端子金具が正規に差し込まれた時に、前記姿勢保持部
を収容する逃がし溝が前記端子金具の挿入方向に沿って設けられた構成であることを特徴
とする請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記キャビティは前記端子金具を収容可能な略角筒状をなすとともに、前記姿勢保持部
は、前記端子金具が前記キャビティに対して正逆反転した状態にあるときに、前記案内溝
が設けられた内壁と交差する前記キャビティの内壁のうち前記案内溝と隣接する側の内壁
に当接可能な構成であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コネクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来では、端子金具２００の外周部分にスタビライザ２１０を設けて端子金具２００を正
しい姿勢で組み付けるようにしたものが知られている。具体的には、図２４に示すように
、キャビティ２２０の内壁に端子金具２００の挿入方向に沿ったスタビライザ挿通溝２３
０を設け、そこにスタビライザ２１０を挿通させることで端子金具２００を正しい姿勢に
矯正するとともに端子金具２００の差し込み動作を案内するようにしている。また、端子
金具２００がキャビティ２２０に対して誤って差し込まれた場合（端子金具２００が上下
反転した状態）には、スタビライザ２１０がキャビティ入り口側の開口縁部に突き当たっ
て干渉することで、誤った差し込み動作が規制されるようになっている。
なお、スタビライザ２１０を備えた端子金具を収容するコネクタの一例が下記の特許文献
に記載されている。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００１－３３２３３４公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、スタビライザ２１０はコネクタ側のリテーナ等との干渉を避けるために、端子
金具２００の側面上において縁部寄りの位置に設定される場合がある。このとき、スタビ
ライザ案内溝２３０はスタビライザ２１０に対応してキャビティ２２０のコーナー部分に
設けられることとなる。この場合、端子金具２００がキャビティ２２０に対して正規に組
み付けが行われれば問題ないが、仮に、端子金具２００が正逆反転した状態で組まれると
、キャビティ２２０のコーナ部分のスタビライザ案内溝２３０に、端子金具２００の端部
が落ち込んで姿勢が傾いてしまう（図２４の（ｂ）参照）。そうすると、スタビライザ２
１０のキャビティ開口縁に対する干渉量が減ってしまい、場合によってはスタビライザ２
１０がキャビティ２２０の上面側に食い込みつつ端子金具が誤った姿勢のまま挿入される
おそれがあった。
本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、端子金具の誤った挿入動
作を規制する規制構造の信頼性を高めることを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するための手段として、請求項１の発明は、ランスが係止可能な係止
突部が幅方向略中央に突出形成された端子金具と、前記端子金具が収容されるキャビティ
を設けたコネクタハウジングを備えるとともに、前記キャビティの内壁には、略幅方向中
央において前記係止突部を挿通可能な突部挿通溝が前記端子金具の挿入方向に沿って凹み
形成され、つコーナ部においては前記突部挿通溝と幅方向に隣り合いかつ同突部挿通溝よ
り深く形成された案内溝が前記端子金具の挿入方向に沿って形成される一方、前記端子金
具の側面には、前記端子金具が前記キャビティに対し正規に差し込まれた際には前記案内
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溝に嵌合してその差し込み動作を案内し、前記端子金具が前記キャビティに対して正逆反
転した状態で差し込まれた時には、前記キャビティの入り口側であって前記案内溝に対角
する側の開口縁部に干渉することで反転した差し込み動作を規制可能なスタビライザが、
前記係止突部と同方向へ突出して形成されたコネクタであって、前記端子金具を構成する
側面のうち前記スタビライザが形成された側面と反対側の側面か前記係止突部が形成され
た面と反対側の面には、前記端子金具の挿入方向に関して前記スタビライザの前方位置か
、あるいは同位置に前記キャビティの内壁側に張り出す姿勢保持部が突出形成されるとと
もに、この姿勢保持部は前記端子金具が前記キャビティに対して正逆反転して差し込まれ
た際には前記キャビティの内壁に当接可能とすることで前記案内溝に対する前記端子金具
の倒れ込みを防止する構成であるところに特徴を有する。
【０００６】
請求項２の発明は、請求項１に記載のものにおいて、前記キャビティの内壁には、前記端
子金具が正規に差し込まれた時に、前記姿勢保持部を収容する逃がし溝が前記端子金具の
挿入方向に沿って設けられた構成であるところに特徴を有する。
請求項３の発明は、請求項１または請求項２に記載のものにおいて、前記キャビティは前
記端子金具を収容可能な略角筒状をなすとともに、前記姿勢保持部は、前記端子金具が前
記キャビティに対して正逆反転した状態にあるときに、前記案内溝が設けられた内壁と交
差する前記キャビティの内壁のうち前記案内溝と隣接する側の内壁に当接可能な構成であ
るところに特徴を有する。
【０００７】
【発明の作用及び効果】
＜請求項１の発明＞
端子金具がキャビティに正逆反転して挿入された場合に、キャビティの案内溝にはまって
端子金具が倒れると、スタビライザとキャビティの開口縁部との干渉量がその傾きの分だ
け減ってしまい誤った差し込み動作の規制を十分に行うことが出来ない虞がある。請求項
１の発明によれば、正逆反転して挿入されても、姿勢保持部がキャビティの内壁に当接す
ることで端子金具の姿勢保持、すなわち倒れ防止が図られる。そのため、スタビライザと
キャビティの開口縁部の干渉量が確保される。すなわち、この干渉によって、端子金具の
差し込み動作が規制されるから、作業者は端子金具が誤った挿入姿勢にあることを知るこ
とができる。
尚、姿勢保持部をスタビライザの前方位置に設ける構成としておけば、スタビライザの倒
れ防止の図られるタイミングがスタビライザがキャビティの開口縁に干渉する到達するタ
イミングより早くなるため、誤った姿勢での挿入動作の規制に対する信頼性が更に高まる
。
【０００８】
＜請求項２の発明＞
請求項２の発明によれば、端子金具が正しい姿勢（正逆反転してない状態）にあれば、姿
勢保持部はキャビティ側の収容溝に収容されるから正規差し込み動作の邪魔にならない。
【０００９】
＜請求項３の発明＞
請求３の発明によれば、端子金具が前記キャビティに対して正逆反転して差し込まれると
、姿勢保持部が案内溝と隣接する側の内壁に当接するから端子金具が案内溝内に落ち込み
にくくなる。加えて、隣接する内壁は案内溝等の凹凸が設定されない部分であるから、姿
勢保持部を配置する上での自由度が高い。
【００１０】
【発明の実施の形態】
＜第１実施形態＞
本発明の第１実施形態を図１ないし図１８によって説明する。
この実施形態では、雌側のコネクタを例示しており、大まかには図１に示すように、雌側
のコネクタハウジング４０（以下、雌ハウジングという）と、これに収容される雌端子金
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具１０と、雌端子金具１０を二重に抜け止めするためのリテーナ７０とから構成されてい
る。なお以下では、同図の左側を前方として説明する。
【００１１】
雌端子金具１０は、所定の展開形状に打ち抜いた金属板に曲げ加工などを施すことにより
形成されており、図２ないし図４に示すように、相手の雄端子金具のタブ（図示せず）と
導通接続可能な箱形をなす本体部１１と、電線Ｗの端末に圧着接続される圧着部１２とを
前後に繋げた構成とされている。圧着部１２は、前後に一対ずつのかしめ片を対向状に備
えており、このうち前側の両かしめ片が電線Ｗの芯線Ｗａにかしめ付けられるワイヤバレ
ル１２ａとされるのに対し、後側の両かしめ片が電線Ｗの被覆Ｗｂにかしめ付けられるイ
ンシュレーションバレル１２ｂとされている。かしめ付け状態における高さ寸法について
は、ワイヤバレル１２ａが本体部１１よりも小さいのに対し、インシュレーションバレル
１２ｂは、本体部１１よりも大きくて後述する係止突部２３とほぼ同じ高さ位置に達する
。
【００１２】
本体部１１は、前後に延出する天井壁１３と、天井壁１３の両側縁から下向きに屈曲形成
された一対の側壁１４，１５と、図５の左側の側壁１５の突出端から天井壁１３と対向す
るよう突出する底壁１６と、図５の右側の側壁１４の突出端から突出するとともに底壁１
６の外側に重ね合わせられる外壁（本発明のスタビライザの基端部と交差する側面に相当
する）１７とから構成されている。このうち、天井壁１３の前端からは、図１に示すよう
に、後方へ折り返されるとともに略山形をなす片持ち状の弾性接触片１８が設けられ、相
手の雄端子金具のタブに対して弾性接触可能とされている。弾性接触片１８に対向する底
壁１６には、タブを弾性接触片１８との間で挟圧状態に保持可能な受け部１９が内側に張
り出して設けられている。また天井壁１３には、弾性接触片１８が弾性限度を超えて変形
する手前の段階で弾性接触片１８に係合することで、弾性接触片１８の過度撓みを規制可
能な過度撓み規制部２０が内側に叩き出して設けられている。
【００１３】
外壁１７は、図２に示すように、その長さ方向略中央部分に切欠部２１が全幅にわたって
形成されることで、前部１７ａと後部１７ｂとに分断されている。外壁１７の前部１７ａ
における後端部（切欠部２１の前側の切断端部）の幅方向略中央には、後述するランス４
９が係止可能とされる係止突部２３が図３に示すように、下方へ突出するよう叩き出して
形成されている。また、外壁１７の前部１７ａにおける突出端（側壁１４との突き合わせ
端）からは、図４に示すように、天井壁１３側へ屈曲される前部保持片２４が設けられて
いる。前部保持片２４は、側壁１５に切欠形成された前部保持溝２５内に嵌合されること
で、前部１７ａを保持できるようになっている。
【００１４】
本体部１１の後端部に形成された段差部分には、リテーナ７０の抜け止め部７５が係止可
能とされ、ここが係止段部２６とされている。この係止段部２６を構成する後部１７ｂの
後端部の幅方向略中央には、抜け止め部７５に係止可能な突部２７が上記係止突部２３と
ほぼ同じ高さまで突出するよう叩き出して形成され、これにより抜け止め部７５の係止深
さが増加されている。また外壁１７の後部１７ｂにおける突出端からは、天井壁１３側へ
屈曲される後部保持片２８が設けられている。後部保持片２８は、側壁１５に切欠形成さ
れた後部保持溝２９内に嵌合されることで、後部１７ｂを保持できるようになっている。
【００１５】
また、側壁１４の突出端からは、スタビライザ３０が突部２７や係止突部２３と同方向へ
突出して設けられている。このスタビライザ３０の前面側はストッパ面３１とされており
上下方向に沿ってほぼ真っ直ぐな面として形成されるのに対し、後面側が略弧状に形成さ
れている。スタビライザ３０は、前後方向については、切欠部２１と外壁１７の後部１７
ｂとに跨るような位置に配設され、その高さ寸法が係止突部２３や突部２７よりも高く設
定されている。詳細には後述するが、キャビティ４２側にはこのスタビライザ３０に対し
て嵌合可能なスタビライザ挿通溝（本発明の案内溝に相当する）４６が形成されている。
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そのため、スタビライザ３０は、端子金具１０がキャビティ４２に対して正規に挿入され
た時には、スタビライザ挿通溝４６に対して進入してその差し込み動作を案内する。
また、側壁１４の先端部分には、前後方向に沿って伸びるビート３７が外向きに打ち出さ
れているが、これは、本体部１１を補強するためのものである。
【００１６】
雌ハウジング４０は合成樹脂製であって、図６ないし図８に示すように、全体としては横
幅の広い扁平なブロック状に形成されている。雌ハウジング４０の上面には、相手の雄ハ
ウジングとの間を嵌合状態にロックするためのロックアーム４１が形成されている。
雌ハウジング４０の内部には、前後方向を向いた複数のキャビティ４２が幅方向に並んで
形成され、さらにこれらは上下二段にわたって設けられている。各キャビティ４２内には
、上記した雌端子金具１０が後方から挿入されて収容可能とされており、その底面壁４３
の前部側には、雌端子金具１０に対して一次係止するランス４９が設けられている。ラン
ス４９は前方へ片持ち状に延び、先端側が上下方向に撓み変位可能となっており、雌端子
金具１０がランス４９上を通過することに伴って下方へ撓み変位し、通過後には復帰して
雌端子金具１０の係止突部２３に係止することで、雌端子金具１０の抜け止めを行うよう
に機能する。
【００１７】
ランス４９に係止した雌端子金具１０は、雌ハウジング４０の前壁４４によって前止まり
状態に支持されるようになっている。前壁４４には、相手の雄端子金具のタブがキャビテ
ィ４２内に前方から進入するのを許容するタブ挿通孔４４ａが穿設されており、その前側
の孔縁には、全周にわたって略擂鉢状をなす誘導面４４ｂが形成されることで、タブの進
入動作が円滑に誘導されるようになっている。
【００１８】
また図７、図１６に示すように、キャビティ４２の底面壁４３のうち幅方向略中央には、
係止突部２３及び突部２７を挿通可能な突部挿通溝４５が全長にわたって凹み形成される
とともに、同図の左側縁（片方のコーナ部）には、スタビライザ３０を挿通可能なスタビ
ライザ挿通溝４６が凹み形成されている。スタビライザ挿通溝４６も雌ハウジング４０の
前後方向に沿って形成されるとともに、その前端位置はランス４９の基端部の少し後方位
置まで達し、後方へは開放する構成とされている。なお上段側では、突部挿通溝４５より
もスタビライザ挿通溝４６の方が深く形成されるのに対し、下段側では、突部挿通溝４５
がスタビライザ挿通溝４６とほぼ同じ深さに設定されている。
【００１９】
雌ハウジング４０の下面（ロックアーム４１が設けられているのと反対側の面）には、リ
テーナ７０を装着するためのリテーナ装着孔５１が開設されている。リテーナ装着孔５１
は詳細には、雌ハウジング４０の下面と左右の側面との三面領域にわたって形成され、し
たがって三方へ開口した形態となっている。
またリテーナ装着孔５１は、上段に位置する各キャビティ２２の内部を露出させる深さを
もって形成され、リテーナ装着孔５１の天井面が、上段のキャビティ４２のほぼ中央高さ
に位置している。これにより、下段のキャビティ２２では全高にわたり、また上段のキャ
ビティ２２では下半分の高さ部分で前後に分断されることになる。この分断部分では、横
方向に隣り合うキャビティ４２間を仕切る仕切壁４２Ａも除去された形態となる。
【００２０】
さらに、雌ハウジング４０の内部においてリテーナ装着孔５１によって切り欠かれた部分
では、前面側は各キャビティ４２の開口縁が全て鉛直に切り立つように形成される一方、
後面側は各キャビティ４２の開口縁が雌端子１０の挿入方向前方から後方にかけて下り勾
配となるような傾斜をもって形成されている。
一方、雌ハウジング４０におけるリテーナ装着孔５１の傾斜面には、図６に示すように、
その下縁側における幅方向の両端部にロック孔６０が凹み形成されている。ここには、後
述するリテーナ７０に設けられたロック突部８７が係止するようになっている。
【００２１】
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雌ハウジング４０の左右の側面では、図６に示すように、リテーナ装着孔５１の側面の開
口部の上方及び後方にかけての領域が、段差面４７となって前方の領域より一段凹ませて
ある。この段差面４７には、リテーナ装着孔５１の傾斜縁に沿うようにして、リブ形状の
係止突起４８が形成されている。この係止突起４８の主たる役割は、リテーナ７０を雌ハ
ウジング４０に対して押し込んで装着する際に、押し込み姿勢を安定させることにある。
係止突起４８の下方の延長線上には、押し込み規制突起５３が形成されている。この押し
込み規制突起５３は、リテーナ７０が仮係止位置にあるとき（図１２参照）、リテーナ７
０の誘導溝８０の下端に係止することで、リテーナ７０が誤って本係止位置まで押し込ま
れることを規制するためのものである。
【００２２】
段差面４７における上記の係止突起４８の上方には、リテーナ７０が本係止位置にあると
き（図１３参照）のがたつきを抑えるためのがたつき規制部５５が突設され、前後方向に
沿ってほぼ水平に延びる形態で形成されている。また、がたつき規制部５５の前方には、
引掛け片５７が突出形成されている。この引掛け片５７は上縁ががたつき規制部５５の上
縁と連続するように形成され、リテーナ７０が本係止位置に達したときに、リテーナ７０
の係止爪８５（図１３参照）に係止してリテーナ７０が下方へ抜けることを規制するよう
になっている。だだし、同図にも示すように、引掛け片５７の正面は上方へ上り勾配とな
るテーパ面５８とされ、係止爪８５の乗り上げ動作が円滑になされるようになっている。
【００２３】
次に、リテーナ７０について説明すると、リテーナ７０は雌ハウジング４０と同様に合成
樹脂材で形成され、図９ないし図１１に示すように、リテーナ装着孔５１へ整合して嵌合
される基部７１と、この基部７１の幅方向の両端部に張り出し形成された一対の側板７２
とからなり、雌端子金具１０のキャビティ４２内への挿入を許容する仮係止位置（図１参
照）と、雌端子金具１０を抜止めする本係止位置（図１５参照）との間で変位可能とされ
ている。
【００２４】
基部７１には、図９に示すように、雌ハウジング４０の各段におけるキャビティ４２と同
数個の窓枠７４が形成されている。各窓枠７４は下段側のキャビティ４２と整合可能に形
成されるとともに、図１０に示すように、各窓枠７４の前面側の開口縁はリテーナ装着孔
５１によって前後に分断された各キャビティ４２の前面側の開口縁と整合するように鉛直
に切り立つように形成されている一方、各窓枠７４の後面側の開口縁は分断されたキャビ
ティ４２の後面側の開口縁の傾斜と整合するような傾斜をもって形成されている。
【００２５】
各窓枠７４の下面の前端部と、基部７１の上面部とには、それぞれ雌端子金具１０の係止
段部２６に係止可能な抜け止め部７５が形成されている。上下の抜け止め部７５は、リテ
ーナ７０が仮係止位置にあるときには、図１４に示すように、対応するキャビティ４２の
底面壁４３とほぼ同じ高さに退避するようにしてあり、雌端子金具１０の挿抜を可能にし
ている。一方、リテーナ７０が本係止位置に移行したときには、図１５に示すように、各
抜け止め部７５は対応するキャビティ４２内に下方から進入し、雌端子金具１０の係止段
部２６に係止可能となっている。
【００２６】
また、各キャビティ４２に対する抜け止め部７５、すなわち各窓枠７４の下面壁７４ａ及
び天井壁７４ｂの上面側には、キャビティ４２内に挿入される雌端子金具１０のスタビラ
イザ３０と嵌合可能とされたスタビライザ嵌合凹部７６がリテーナ７０を前後に貫通して
形成されている。このスタビライザ嵌合凹部７６は、図９に示すように、各窓枠７４の下
面壁７４ａの左側縁（方側のコーナー部）にあって、リテーナ７０が仮係止位置にあると
きにスタビライザ挿通溝４６に整合してスタビライザ３０を通過させるようにしてある。
【００２７】
リテーナ７０の両側板７２は、雌ハウジング４０の両側面間を跨いで挟むことができる間
隔をもって配され、かつ拡開変形可能である。両側板７２は、リテーナ７０が本係止位置
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に至った場合に、リテーナ装着孔５１の側面開口を塞ぐとともに、段差面４７の所定範囲
と対面可能な大きさに形成されている。また両側板７２は、段差面４７の深さとほぼ同じ
厚さをもって形成され、リテーナ７０が本係止位置にあるときには雌ハウジング４０の外
側面とほぼ面一をなし、すなわち両側板７２は雌ハウジング４０における側面部の外壁を
兼ねることとなる。
【００２８】
両側板７２の後部側にはリテーナ７０を本係止位置から仮係止位置へ、或いは仮係止位置
から本係止位置へ案内する誘導溝８０が形成されている。誘導溝８０は雌ハウジング４０
の各キャビティ４２の後面側の開口縁の傾斜と同一勾配をもって形成されるとともに、上
記した係止突起４８を収容可能な溝幅をもって形成されている。誘導溝８０は、図１２に
示すように、その両端に係止突起４８及び押し込み規制突起５３をともに嵌合可能であり
、係る状態においてリテーナ７０が仮係止位置で保持されるようになっている。一方、こ
の状態からリテーナ７０が誘導溝８０に沿って図示上方に押し込まれると、係止突起４８
が誘導溝８０の下端側に移動することによってリテーナ７０は本係止状態となる。
【００２９】
この本係止状態では、次の２カ所によってリテーナ７０が抜止めされるようにしてある。
すなわち、側板７２の内面の上縁部分には内向きに係止爪８５が形成されている。この係
止爪８５は、リテーナ７０が仮係止位置にあるときには、雌ハウジング４０側の引掛け片
５７とほぼ同じ高さ位置をもって対面する関係にあるが（図１２参照）、リテーナ７０が
本係止位置へ移行したときには、引掛け片５７のテーパ面５８を乗り越えて引掛け片５７
の上縁に係止する。
一方、リテーナ７０の基部７１における傾斜した後面には、図１１及び図１３に示すよう
に、その幅方向の両端部において、ロック突部８７が形成されている。このロック突部８
７は、上面が水平で、後面が垂直に形成され、角はＣ面とされている。リテーナ７０が仮
係止位置にあるときには、図１に示すように、ロック突部８７はロック孔６０の後側の斜
め下方で待機しており、リテーナ７０が本係止位置へ移行したときには、図１３に示すよ
うに、ロック突部８７がロック孔６０内に嵌合し、主にリテーナ７０の後方への抜け止め
を図るようになっている。
【００３０】
ところで、キャビティ４２の後端面４２Ｄの開口周縁は、雌端子金具１０をキャビティ４
２内に誘い込むためにテーパ状に形成されているが、その一部分、すなわちスタビライザ
挿通溝４６と対角して位置する部分は、図１６に示すように、雌端子金具１０の挿抜方向
と直交するように切り立って形成され規制部６２となっている。この規制部６２は雌端子
金具１０がキャビティ４２に上下反転した状態で差し込まれた際は、図１７、図１８に示
すように、スタビライザ３０のストッパ面３１と面当たりして、誤った差し込み動作を規
制するようになっている。この規制部６２が本発明の案内溝に対角する開口縁部に相当す
るものである。
【００３１】
また、この誤った差し込み動作の規制に対する信頼性を高めるために、雌端子金具１０に
は姿勢保持部３５が設けられている。この姿勢保持部３５は、雌端子金具１０の本体部１
１を形成する側壁のうちスタビライザ３０が形成された側壁１４と対向して位置する側壁
１５において、キャビティ４２の内壁側に打ち出しにより形成されている。
【００３２】
姿勢保持部３５は、図４に示すように、高さ方向については側壁１５の中央部分に設けら
るととももに、雌端子金具１０の挿入方向に沿って均一な幅寸法をもって伸びる横長な形
状をなす。姿勢保持部３５の前端は前部保持片２４の前端とほぼ同位置にあり、後端側が
本体部１１のほぼ中央部部分にあり、同挿入方向に関しスタビライザ３０の前方位置にあ
る。また、切欠部２１に対する位置関係については、姿勢保持部３５の前端は切欠部２１
の前端位置より前側にあって、後端側は切欠部２１のほぼ中央寄りに位置しており切欠部
２１の前側と重なって位置する。このような配置とすることで、本体部１１の前側におけ
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る強度をアップを図るようにしてある。
【００３３】
姿勢保持部３５は張り出した部分が平坦面３５Ａとなっており、この平坦面３５Ａと側壁
１５間を接続する面は先細りとなる傾斜面３５Ｂとされている。また、姿勢保持部３５の
張り出し高さ（図１６のＡ寸法）は、キャビティ４２の左右両内壁間の幅寸法（同図のＢ
寸法）から本体部１１の幅寸法（Ｃ寸法）を減じた寸法とほぼ同じ寸法設定か、或いは幾
らか低い寸法設定とされている。
【００３４】
そのため、図１８に示すように、雌端子金具１０が上下反転した状態で差し込まれると姿
勢保持部３５はキャビティ４２内に進入して、キャビティ４２の内壁のうち同図に示す左
側の内壁４２ａ、すなわち、スタビライザ挿通溝４６と隣接する側の内壁４２ａに当接す
る。これにより、雌端子金具１０の倒れ防止が図られ、雌端子金具１０の姿勢はスタビラ
イザ３０のストッパ面３１がキャビティ４２の天井壁４２ｃに対してほぼ直交する姿勢に
保持される。これにより、スタビライザ３０のストッパ面３１とキャビティ４２の規制部
６２との干渉量が十分に確保されるようにしてある。
【００３５】
一方、各キャビティ４２の右側の内壁４２ｂの中央部分には、雌端子金具１０の差し込み
方向に沿って前記した姿勢保持部３５を収容可能な逃がし溝５６が形成されている。これ
ら逃がし溝５６は上・下段側共に、キャビティ４２のほぼ全長に亘って形成されており、
前端側がキャビティ４２の前壁４４に近接する位置まで達し、後端がキャビティ４２の後
端面４２Ｄに開放する構成となっている（図１参照）。そのため、雌端子金具１０がキャ
ビティ４２に対して正規姿勢で挿入された時には、姿勢保持部３５が各段の逃がし溝５６
内に進入しつつキャビティ４２の内部へ差し込まれるようにしてある。尚、逃がし溝５６
は姿勢保持部３５との間に隙間（遊び）を設けた大きさに形成されており、雌端子金具１
０の挿入性が損なわれない設定としてある。
【００３６】
また、下段側の逃がし溝５６については先に述べたリテーナ装着孔５１によって前後に分
断され、そこには、リテーナ７０が装着されるがリテーナ７０の各窓枠７４の左側の内壁
の中央部分にも逃がし溝５６とほぼ同形の逃がし凹部７７が形成されている。この逃がし
凹部７７は、図１に示すように、リテーナ７０が仮係止位置にあるときに下段側の逃がし
溝５６と整合する設定とされている。
【００３７】
続いて、本実施形態の作用を説明する。
組み付けに当たっては、まずリテーナ７０が雌ハウジング４０に対して仮係止位置に保持
される。リテーナ７０は、両側板７２を拡開させながら雌ハウジング４０の両段差面４７
を挟むようにして押し込まれ、図１２に示すように、誘導溝８０内に係止突起４８と押し
込み規制突起５３とを共に嵌め入れる。係止突起４８と押し込み規制突起５３とがそれぞ
れ誘導溝８０の両端に係止することで、リテーナ７０が仮係止位置に保持された状態とな
る。
【００３８】
続いて、雌端子金具１０をキャビティ４２に対して正対させる。この正規姿勢においては
、雌端子金具１０のスタビライザ３０及び姿勢保持部３５がそれぞれキャビティ４２側の
スタビライザ挿通溝４６及び逃がし溝５６とそれぞれ対面して位置する。そのため、この
状態から雌端子金具１０が各キャビティ４２に対して後方から挿入されると、まず、姿勢
保持部３５が逃がし溝５６内に進入しつつ雌端子金具１０がキャビティ４２の内部へ差し
込まれてゆき、姿勢保持部３５の全体がキャビティ４２内に収容されると、今度は、スタ
ビライザ３０がスタビライザ挿通溝４６に進入する。これ以降、雌端子金具１０はスタビ
ライザ３０及びスタビライザ挿通溝４６によって案内されながら差し込まれてゆき、やが
て、本体部１１がリテーナ７０を通過し、さらにはランス４９を下方に撓み変位させつつ
押し込まれ、係止突部２３がランス４９の先端を越えると、ランス４９が復動してその先
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端が係止突部２３の後端に係止し、いわゆる一次係止される。
【００３９】
すべてのキャビティ４２への雌端子金具１０の挿入が終了したら、雌ハウジング４０の後
端側を摘んで仮係止位置にあるリテーナ７０を本係止位置に向けて押し込む。そうすると
、誘導溝８０の下端部周辺が押し込み規制突起５３を乗り上げるべく変形して、誘導溝８
０から退出するとともに、リテーナ７０は係止突起４８と誘導溝８０との嵌め合いによる
案内作用を受けて、斜め上方へと押し込まれる。
そして、リテーナ７０が本係止位置に至ると、雌ハウジング４０の内部では、図１５に示
すように、上下の抜け止め部７５がキャビティ４２内に下方から進入して、対応する雌端
子金具１０の係止段部２６に係止し、雌端子金具１０をランス４９と共に二重に抜け止め
する。
【００４０】
一方、雌端子金具１０がキャビティ４２に対して正逆反転した誤った姿勢のまま雌ハウジ
ング４０に対する組み付けが行われると、その挿入動作に伴って、雌端子金具１０の姿勢
保持部３５がキャビティ４２内に進入するとともに、キャビティ４２の左側の内壁４２ａ
に当接する。すると、図１８に示すように、キャビティ４２内において雌端子金具１０の
倒れ防止が図られ、雌端子金具１０の姿勢はスタビライザ３０のストッパ面３１がキャビ
ティ４２の天井壁４２ｃに対してほぼ直交する姿勢に保持される。この状態から雌端子金
具１０が更に、キャビティ４２内に差し込まれると、雌端子金具１０のスタビライザ３０
がキャビティ４２の後端面４２Ｄに徐々に近づいてゆき、やがて、スタビライザ３０のス
トッパ面３１がキャビティ４２の規制部６２に面当たりする。これにて、それ以上の差し
込み動作が規制されるため、作業者は雌端子金具１０が誤った挿入姿勢にあることを知る
ことができる。
【００４１】
このように、本実施形態によれば、雌ハウジング４０に対して雌端子金具１０が正逆反転
した状態で組み付けされると、姿勢保持部３５がキャビティ４２の内壁４２ａに当接する
ことでキャビティ４２内において雌端子金具１０の倒れ防止が図られる。すなわち、雌端
子金具１０が、スタビライザ挿通溝４６に落ち込むように倒れてスタビライザ３０と規制
部６２との干渉量が減ってしまうことがなく（図１８の一点鎖線参照）、スタビライザ３
０のストッパ面３１とキャビティ４２の規制部６２との干渉量が十分に確保されるから、
誤った姿勢での挿入動作の規制に対する信頼性が高まる。一方、雌端子金具１０が正しい
姿勢で挿入されれば、姿勢保持部３５はキャビティ４２側の逃がし溝４６に収容されるか
ら差し込み動作の邪魔にならない。
【００４２】
また、内壁４２ａは突部挿通溝４５及びスタビライザ挿通溝４６等の凹凸が設定されない
部分であるから、姿勢保持部３５を配置する上での自由度が高い。
更に、姿勢保持部３５を雌端子金具１０の挿入方向に関しスタビライザ３０と同位置に配
置した場合には雌端子金具１０の倒れ防止と、スタビライザ３０と規制部６２との干渉が
同じタイミングとなるが、姿勢保持部３５をスタビライザ３０の前方位置に配置している
ため、倒れ防止の図られるタイミングが早くなり誤った姿勢での挿入動作の規制に対する
信頼性が更に高まる。
【００４３】
＜第２実施形態＞
次に、本発明の第２実施形態を図１９ないし図２３によって説明する。
第１実施形態では雌側のコネクタを例示したが、第２実施形態では雄側のコネクタを例示
している。以下、各構成について簡単に説明する。なお以下では、同図の右側を前方とす
る。
【００４４】
雄端子金具１１０は、図２２に示すように、同図の左側から順に相手の雌端子金具と導通
接続可能なタブ部１１１と、略箱型をなす本体部１１２と、電線Ｗの端末に圧着接続され
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るバレル部１１３とから構成されている。タブ部１１１は、本体部１１２の前縁から延設
された前後に細長い板片を長さ方向に沿って密着曲げすることで形成されている。
【００４５】
本体部１１２の下面（ランス１３７と対向する外面）の長さ方向略中央には、係止突部１
１５が下方へ突出するよう叩き出して形成されており、そこに、後述する雄ハウジング１
３０に形成されるランス１３７が係止するようになっている。また、本体部１１２の左右
側面のうち、図２３に示す左側の側面の下縁には、第１実施形態の雌端子金具１０と同様
にスタビライザ１２１が下向きに張り出して形成されている。このスタビライザ１２１の
前面側はストッパ面１２２とされており上下方向に沿ってほぼ真っ直ぐな面として形成さ
れている。一方、同図に示す右側の側面１１９には、外向きに姿勢保持部１２５が突出形
成されている。この姿勢保持部１２５も第１実施形態と同様に、雄端子金具１１０の挿入
方向に沿って横長に形成され、同挿入方向に関しスタビライザ１２１の前方位置にある。
【００４６】
次に、雄ハウジング１３０について説明する。雄ハウジング１３０は、図２１に示すよう
に、相手の雌コネクタを前方から嵌合可能なフード部１３１と、雄端子金具１１０を収容
可能な端子収容部１３５とを前後に繋げた構成とされている。端子収容部１３５は幅方向
に長い略ブロック状に形成されるとともに、その内部には、後方から雄端子金具１１０が
挿入可能なキャビティ１３６が設けられている。キャビティ１３６は雄ハウジング１３０
を前後方向に沿って貫通して形成されるとともに、上下２段、幅方向に複数室ずつ整列し
て配設されている。各キャビティ１３６の下面からは、雄端子金具１１０に対して弾性的
に係止可能なランス１３７が設けられている。
【００４７】
図２０、２１に示すように、各キャビティ１３６には、底面壁の右側縁（片側のコーナー
部）にスタビライザ１２１を挿通可能なスタビライザ挿通溝１３８が凹み形成されている
。このスタビライザ挿通溝１３８は雄端子金具１１０の挿入方向に沿って形成されるとと
もに、その前端はランス１３７の基端部にまで達するとともに、後端側が開放する構成と
なっている。また、各キャビティ１３６の左側の内壁には、姿勢保持部１２５に対する逃
がし溝１３９が形成されている。この逃がし溝１３９も雄端子金具１１０の挿入方向に沿
って形成されるとともに、その前端はランス１３７の先端部にまで達するとともに、後端
側が開放する構成となっている。また、端子収容部１３５における外周面側には、リテー
ナ１５０を装着するためのリテーナ装着孔１４０が開設されている。また、キャビティ１
３６の後端面１３５Ａの開口縁におけるスタビライザ挿通溝１３８と対角する位置には、
第１実施形態と同様にスタビライザ１２１に対する規制部１４３が設けられている。
【００４８】
続いて、リテーナ１５０はリテーナ装着孔１４０へ適合して嵌合されるリテーナ本体部１
５１と、このリテーナ本体部１５１の幅方向両端部に張り出して形成された一対の側板１
５２とから構成されており、雄端子金具１１０のキャビティ１３６内への挿入を許容する
仮係止位置（図示せず）と、雄端子金具１１０を抜止めする本係止位置（図示せず）との
間で変位可能とされている。
【００４９】
リテーナ本体部１５１は、図２０に示すように、雄ハウジング１３０における上下の各キ
ャビティ１３６に整合可能な窓枠１５５が上下２段形成されている。上下各段の窓枠１５
５の下面にはスタビライザ１２１と嵌合可能とされたスタビライザ嵌合凹部１５６が、左
側の内壁の中央部分には姿勢保持部１２５を収容可能な逃がし凹部１５７がリテーナ７０
を前後に貫通して形成されている。リテーナ７０が仮係止位置のときには、スタビライザ
嵌合凹部１５６がキャビティ１３６のスタビライザ挿通溝４６に、逃がし凹部１５７がキ
ャビティ１３６の逃がし溝１３９にそれぞれ整合するようにしてある。
【００５０】
このように雄端子金具１１０に姿勢保持部１２５を設けておけば雄コネクタの組み付けに
関しても、雌コネクタの場合と同様の効果が得られる。すなわち、雄端子金具１１０が正
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逆反転した状態で組み付けが行われても、姿勢保持部１２５によってキャビティ１３６内
における雄端子金具１１０の倒れ防止が図られる。
そのため、スタビライザ１２１のストッパ面１２２とキャビティ１３６の規制部１４３と
の干渉量が十分に確保されるから、誤った姿勢での挿入動作の規制に対する信頼性が高ま
る。一方、雌端子金具１０が正しい姿勢で挿入されれば、姿勢保持部１２５はキャビティ
１３６側の逃がし溝１３９に収容されるから、姿勢保持部１２５が正規差し込み動作の邪
魔にならない。
【００５１】
＜他の実施形態＞
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば
次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱し
ない範囲内で種々変更して実施することができる。
【００５２】
（１）第１・第２実施形態では、姿勢保持部３５を端子金具１０の差し込み方向に関して
スタビライザ３０の前方位置に設定したが、同位置に設定するものであってもよい。
【００５３】
　（２）第１・第２実施形態では、姿勢保持部３５をスタビライザ３０が設けられた側壁
１４と対向する側の側壁１５に形成したが、端子金具１０が上下反転した状態で組み付け
られた時に姿勢保持部３５が規制部６２側の内壁に当接するような配置でなければ、他の
側面（天井壁１３）に設定してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態における雌端子金具及び雌コネクタハウジングの断面図
【図２】雌端子金具の下面図
【図３】雌端子金具の側面図
【図４】雌端子金具の側面図
【図５】端子金具の正面図
【図６】雌コネクタハウジングの側面図
【図７】雌コネクタハウジングの背面図
【図８】雌コネクタハウジングの下面図
【図９】リテーナの正面図
【図１０】リテーナの断面図
【図１１】リテーナと雌コネクタハウジングの嵌合構造を表す分解斜視図
【図１２】リテーナの仮係止状態を表す側面図
【図１３】リテーナの本係止状態を表す側面図
【図１４】雌端子金具がキャビティに挿入される状態を表す断面図
【図１５】端子金具がキャビティ内に収容された状態を表す断面図
【図１６】端子金具が正規姿勢で差し込まれた状態を表す断面図
【図１７】スタビライザが規制部に干渉した状態を表す断面図
【図１８】端子金具が正逆反転した不正な姿勢で差し込まれた状態を表す断面図
【図１９】第２実施形態における雄コネクタハウジングの側面図
【図２０】雄コネクタハウジングの背面図
【図２１】雄コネクタハウジングの断面図
【図２２】雄端子金具の側面図
【図２３】雄端子金具の正面図
【図２４】従来例を表す図
【符号の説明】
１０…端子金具
３０…スタビライザ
３５…姿勢保持部
４０…雌コネクタハウジング
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４２…キャビティ
４２ａ…内壁
４６…スタビライザ挿通溝（案内溝）
５６…逃がし溝
６２…規制部（開口縁部）

【図１】 【図２】
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